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一
の
1
の
（
一
）
に
つ
い
て 

入
国
審
査
官
は
、
船
舶
等
に
乗
っ
て
い
る
外
国
人
か
ら
庇ひ

護
を
求
め
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
人
が
難
民

の
地
位
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
五
十
六
年
条
約
第
二
十
一
号
。
以
下
「
難
民
条
約
」
と
い
う
。
）
第
一
条
Ａ
（
2
）
に
規
定

す
る
理
由
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
理
由
に
よ
り
、
そ
の
生
命
、
身
体
又
は
身
体
の
自
由
を
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
っ
た
領
域

か
ら
逃
れ
て
本
邦
に
入
っ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
を
一
時
的
に
上
陸
さ
せ
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
思
料
す
る
と
き

は
、
一
時
庇ひ

護
の
た
め
の
上
陸
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
旅
券
を
所
持
し
な
い
者
あ
る
い
は
偽
変
造
旅
券
で
上
陸
申
請

を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。 

一
時
庇ひ

護
の
た
め
の
上
陸
許
可
の
申
請
件
数
は
、
平
成
六
年
か
ら
本
年
ま
で
の
五
年
間
で
八
件
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、

平
成
八
年
が
一
件
、
平
成
九
年
が
三
件
、
本
年
が
四
件
で
あ
り
、
本
年
に
一
件
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
一
時
庇ひ

護
の

た
め
の
上
陸
許
可
制
度
が
設
け
ら
れ
た
昭
和
五
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
本
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
七
十
二
件
の
一
時
庇ひ

護
の
た
め
の
上
陸
許
可
の
申
請
（
イ
ン
ド
シ
ナ
か
ら
の
ボ
ー
ト
・
ピ
ー
プ
ル
に
よ
る
申
請
を
除
く
。
）
が
あ
り
、
う
ち
二
十
八 

 

件
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。 

衆
議
院
議
員
北
村
哲
男
君
提
出
入
国
管
理
・
難
民
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

一
の
2
の
（
一
）
に
つ
い
て 

一
の
1
の
（
三
）
に
つ
い
て 

一
の
1
の
（
二
）
に
つ
い
て 

難
民
認
定
申
請
は
、
本
邦
に
あ
る
外
国
人
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
上
陸
を
拒
否
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、

申
請
が
あ
れ
ば
上
陸
港
の
入
国
管
理
官
署
で
受
理
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
難
民
認
定
申
請
が
あ
っ
た
時
点
で
、
当
該
外
国

人
に
対
し
上
陸
防
止
の
た
め
の
措
置
（
上
陸
防
止
施
設
等
に
と
ど
め
る
こ
と
）
を
執
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
難
民
認
定

申
請
が
不
認
定
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
外
国
人
を
本
邦
か
ら
退
去
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
事
案
に
よ
っ
て
は
不
認
定
と

な
る
以
前
の
段
階
で
収
容
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。 

上
陸
時
に
難
民
認
定
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
上
陸
港
を
管
轄
す
る
地
方
入
国
管
理
局
（
支
局
・
出
張
所
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
に
お
い
て
こ
れ
を
受
理
す
る
こ
と
と
な
る
。
申
請
用
紙
及
び
難
民
認
定
手
続
に
関
す
る
案
内
書
は
、
地
方
入
国 

 

管
理
局
に
配
備
し
て
い
る
。 

難
民
認
定
手
続
に
関
す
る
案
内
書
を
全
国
の
地
方
入
国
管
理
官
署
に
置
い
て
お
り
、
個
別
の
要
請
に
応
じ
て
入
国
審
査
官

が
外
国
人
に
こ
れ
を
配
布
し
、
そ
の
内
容
を
教
示
し
て
い
る
。 

四 

 



 

一
の
3
の
（
二
）
に
つ
い
て 

一
の
3
の
（
一
）
に
つ
い
て 

一
の
2
の
（
二
）
に
つ
い
て 

二
の
1
に
つ
い
て 

難
民
認
定
申
請
の
受
理
に
係
る
お
尋
ね
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
上
陸
時
に
上
陸
港
で
難
民
認
定
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に

は
、
当
該
上
陸
港
を
管
轄
す
る
地
方
入
国
管
理
局
に
お
い
て
こ
れ
を
受
理
す
る
こ
と
と
な
り
、
難
民
調
査
官
が
当
該
上
陸
港

に
難
民
認
定
申
請
の
受
理
の
た
め
に
出
張
す
る
必
要
は
な
い
。 

ま
た
、
通
訳
に
つ
い
て
は
、
各
種
言
語
の
通
訳
者
の
確
保
に
努
め
、
必
要
に
応
じ
て
適
当
な
者
に
依
頼
し
、
申
請
者
へ
の

質
問
の
際
に
は
、
可
能
な
限
り
申
請
者
の
母
国
語
に
よ
る
通
訳
を
介
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

上
陸
防
止
施
設
等
に
と
ど
ま
る
者
も
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下 

 

「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
に
い
う
「
上
陸
」
を
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
当
該
施
設 

 
 

に
と
ど
ま
る
期
間
も
難
民
認
定
の
申
請
期
間
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

一
の
2
の
（
一
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。 

五 

 



 

二
の
3
に
つ
い
て 

二
の
2
に
つ
い
て 

お
尋
ね
の
上
陸
防
止
施
設
と
し
て
は
、
新
東
京
国
際
空
港
第
二
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
内
上
陸
防
止
施
設
（
以
下
「
成
田

空
港
第
二
Ｐ
Ｔ
Ｂ
上
陸
防
止
施
設
」
と
い
う
。
）
、
牛
久
法
務
総
合
庁
舎
内
上
陸
防
止
施
設
（
以
下
「
牛
久
上
陸
防
止
施 

 
 

設
」
と
い
う
。
）
、
関
西
国
際
空
港
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
内
上
陸
防
止
施
設
（
以
下
「
関
西
空
港
上
陸
防
止
施
設
」
と
い 

 

う
。
）
及
び
茨
木
法
務
総
合
庁
舎
内
上
陸
防
止
施
設
（
以
下
「
茨
木
上
陸
防
止
施
設
」
と
い
う
。
）
の
四
施
設
が
あ
る
。 

牛
久
上
陸
防
止
施
設
に
つ
い
て
は
、
併
設
し
て
い
る
東
日
本
入
国
管
理
セ
ン
タ
ー
の
警
備
業
務
と
併
せ
て
、
株
式
会
社
国

際
人
流
ト
ラ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
警
備
業
務
を
委
託
し
て
い
る
。
東
日
本
入
国
管
理
セ
ン
タ
ー
が
収
容
施
設
で
あ
る
と
い
う
特
殊

性
か
ら
、
逃
亡
防
止
を
図
る
た
め
、
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
第
九
十
九
条
第
一
号

に
基
づ
き
随
意
契
約
を
し
て
い
る
。 

関
西
空
港
上
陸
防
止
施
設
に
つ
い
て
は
、
警
備
業
務
は
株
式
会
社
国
際
人
流
ト
ラ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
委
託
し
て
い
る
。
茨
木

上
陸
防
止
施
設
に
つ
い
て
は
、
警
備
業
務
は
委
託
し
て
い
な
い
。 

お
尋
ね
の
二
施
設
の
正
式
名
称
は
、
二
の
1
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

六 

 



 

二
の
4
の
（
二
）
に
つ
い
て 

二
の
4
の
（
一
）
に
つ
い
て 

上
陸
防
止
施
設
に
と
ど
ま
る
外
国
人
は
、
収
容
さ
れ
た
者
で
は
な
く
、
本
邦
か
ら
出
国
す
る
た
め
の
い
わ
ば
飛
行
機
待 

 

ち
、
船
待
ち
の
状
態
に
あ
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
本
来
、
同
施
設
に
と
ど
ま
る
期
間
は
短
い
こ
と
が
前
提
と
な
る
こ
と
か 

 
 

ら
、
処
遇
に
関
す
る
規
則
は
設
け
て
お
ら
ず
、
当
該
施
設
の
適
切
な
管
理
運
営
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
個
別
の
指
導
、

指
示
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
同
様
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

ま
た
、
関
西
空
港
上
陸
防
止
施
設
に
つ
い
て
も
、
警
備
業
務
を
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
株
式
会
社
国
際
人
流
ト
ラ
イ
サ
ー

ビ
ス
に
委
託
し
て
い
る
。 

成
田
空
港
第
二
Ｐ
Ｔ
Ｂ
上
陸
防
止
施
設
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
ア
イ
ム
に
警
備
及
び
移
送
業
務
を
委
託
し
て
お
り
、
同

社
に
つ
い
て
は
指
名
競
争
入
札
を
実
施
し
て
委
託
し
た
も
の
で
あ
る
。 

警
備
業
務
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
受
託
警
備
会
社
に
対
し
て
、
同
社
と
の
契
約
書
に
お
い
て
警
備
員
の
教
育
に
万
全
を

期
す
よ
う
定
め
る
と
と
も
に
、
適
宜
、
職
員
が
施
設
内
を
巡
回
し
、
監
督
し
て
い
る
。 

ま
た
、
履
行
状
況
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
職
員
に
よ
る
巡
回
の
ほ
か
、
業
務
日
誌
を
記
載
さ
せ
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は 

七 

 



 

二
の
5
の
（
二
）
に
つ
い
て 

二
の
5
の
（
一
）
に
つ
い
て 

そ
の
う
ち
の
一
件
は
、
有
効
な
旅
券
を
所
持
し
な
い
で
香
港
を
経
由
し
て
タ
イ
か
ら
成
田
空
港
に
到
着
し
た
外
国
人
が
、

入
管
法
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
一
時
庇ひ

護
の
た
め
の
上
陸
の
許
可
を
申
請
し
、
同
申
請
が
不
許
可
と
な
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
本
邦
か
ら
出
国
せ
ず
、
上
陸
防
止
施
設
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
同
人
が
入
管
法
第
六
条
に
規
定
す
る
上
陸

の
申
請
を
行
う
に
至
っ
た
の
で
、
同
申
請
を
受
理
し
た
当
日
に
入
管
法
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
仮
上
陸
を
許
可
し
た 

平
成
九
年
に
上
陸
を
許
可
さ
れ
て
い
な
い
た
め
上
陸
防
止
施
設
に
と
ど
ま
っ
た
者
の
実
人
員
は
、
八
千
百
八
十
四
人
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
者
の
同
施
設
に
と
ど
ま
っ
た
期
間
別
の
内
訳
は
、
当
日
限
り
と
ど
ま
っ
た
者
八
百
十
七
人
、
二
日
間
に
わ
た

り
と
ど
ま
っ
た
者
六
千
十
人
、
二
日
を
超
え
一
週
間
以
内
の
期
間
と
ど
ま
っ
た
者
千
二
百
五
十
四
人
、
一
週
間
を
超
え
て
と

ど
ま
っ
た
者
百
三
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
週
間
以
内
の
期
間
と
ど
ま
っ
た
者
が
全
体
の
約
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
（
八

千
八
十
一
人
）
を
占
め
て
お
り
、
同
施
設
に
と
ど
ま
る
平
均
的
な
期
間
は
三
日
間
程
度
で
あ
る
。 

報
告
を
求
め
、
確
認
を
行
っ
て
い
る
。 

過
去
一
年
間
に
お
い
て
、
半
年
を
超
え
て
上
陸
防
止
施
設
に
と
ど
ま
っ
た
者
に
係
る
案
件
は
二
件
で
あ
る
。 

八 

 



 

二
の
5
の
（
三
）
に
つ
い
て 

他
の
一
件
は
、
イ
ラ
ン
か
ら
カ
ナ
ダ
に
赴
こ
う
と
し
た
外
国
人
が
、
マ
レ
イ
シ
ア
の
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
空
港
に
お
い
て

所
持
す
る
旅
券
の
有
効
性
に
疑
義
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
カ
ナ
ダ
へ
向
か
う
航
空
機
へ
の
搭
乗
を
拒
否
さ
れ
、
日
本
航
空
株

式
会
社
が
マ
レ
イ
シ
ア
当
局
の
指
示
に
よ
り
や
む
な
く
同
社
の
責
任
に
お
い
て
同
人
を
成
田
空
港
ま
で
輸
送
し
て
き
た
と
こ

ろ
、
同
空
港
に
お
い
て
在
日
カ
ナ
ダ
大
使
館
職
員
に
よ
り
右
外
国
人
の
所
持
す
る
カ
ナ
ダ
旅
券
が
変
造
旅
券
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
、
同
旅
券
が
没
収
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
案
で
あ
る
。
同
人
は
、
そ
の
後
、
本
邦
か
ら
出
国
す
る
こ
と
な
く
、
上
陸
防
止

施
設
に
と
ど
ま
っ
て
、
在
日
カ
ナ
ダ
大
使
館
に
対
し
て
カ
ナ
ダ
へ
の
移
民
申
請
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
待
っ
て
い
た
も
の 

 

の
、
結
局
、
同
申
請
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
東
京
入
国
管
理
局
成
田
空
港
支
局
は
、
同
人
に
つ
い
て
入
管
法
第
二
十

四
条
第
一
号
該
当
の
不
法
入
国
容
疑
で
退
去
強
制
手
続
を
執
り
、
入
管
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
同
人
を
同
支
局
収

容
場
に
収
容
し
た
が
、
こ
の
間
約
六
か
月
同
人
が
上
陸
防
止
施
設
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

上
陸
防
止
施
設
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
期
間
が
一
か
月
を
超
え
た
事
例
は
、
平
成
七
年
か
ら
平
成
九
年
ま
で
の
三
年
間
で
十

五
件
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、
所
持
す
る
旅
券
が
偽
変
造
旅
券
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
、
在
日
の
本
国
公
館
か
ら
本
国
へ
の
帰 

も
の
で
あ
り
、
同
人
は
こ
の
間
約
九
か
月
上
陸
防
止
施
設
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

九 

 



 

三
の
1
の
（
二
）
に
つ
い
て 

三
の
1
の
（
一
）
に
つ
い
て 

二
の
5
の
（
四
）
に
つ
い
て 

こ
れ
ま
で
に
最
も
長
期
間
上
陸
防
止
施
設
に
と
ど
ま
っ
た
事
例
は
、
二
の
5
の
（
二
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
香
港
を
経
由

し
て
タ
イ
か
ら
成
田
空
港
に
到
着
し
た
外
国
人
の
事
例
で
あ
り
、
そ
の
期
間
は
約
九
か
月
で
あ
る
。 

国
に
必
要
な
真
正
な
旅
券
の
発
給
を
受
け
る
の
に
時
間
を
要
し
た
た
め
に
、
一
か
月
を
超
え
て
上
陸
防
止
施
設
に
と
ど
ま
っ

た
事
例
が
十
件
（
平
成
七
年
一
件
、
平
成
九
年
九
件
）
、
一
時
庇ひ

護
の
た
め
の
上
陸
の
許
可
の
申
請
の
審
査
に
時
間
を
要
し 

 

た
た
め
又
は
同
申
請
が
不
許
可
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
出
国
し
な
か
っ
た
た
め
、
一
か
月
を
超
え
て
上
陸
防
止
施
設
に

と
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
事
例
が
四
件
（
平
成
九
年
四
件
）
、
第
三
国
か
ら
我
が
国
に
到
着
し
た
外
国
人
が
有
効
な
旅
券
を 

所
持
し
て
い
な
い
こ
と
等
を
理
由
に
他
の
外
国
か
ら
受
入
れ
を
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
や
む
を
得
ず
一
か
月
を
超
え
て
上
陸
防

止
施
設
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
事
例
が
一
件
（
平
成
九
年
一
件
）
で
あ
る
。 

全
国
に
お
い
て
、
難
民
認
定
申
請
を
受
理
し
、
処
分
が
行
わ
れ
て
い
な
い
件
数
で
あ
り
、
こ
の
件
数
に
は
、
入
管
法
第
六

十
一
条
の
二
の
四
に
定
め
る
異
議
の
申
出
が
行
わ
れ
て
い
る
件
数
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。 

一
〇 

 



 

三
の
2
の
（
二
）
に
つ
い
て 

三
の
2
の
（
一
）
に
つ
い
て 

三
の
1
の
（
三
）
に
つ
い
て 

難
民
調
査
を
担
当
事
務
の
一
つ
と
し
て
い
る
東
京
入
国
管
理
局
永
住
・
難
民
審
査
部
門
で
は
、
本
年
六
月
一
日
現
在
、
入

国
審
査
官
十
三
名
を
配
置
し
て
、
難
民
調
査
事
務
に
専
従
さ
せ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
の
七
名
に
つ
い
て
難
民
調
査
官
を
命
じ

て
い
る
。
な
お
、
同
部
門
は
東
京
都
千
代
田
区
内
の
大
手
町
合
同
庁
舎
第
一
号
館
内
に
所
在
し
て
い
る
。 

ま
た
、
東
京
都
北
区
内
の
第
二
庁
舎
に
は
、
審
判
部
門
に
難
民
認
定
に
係
る
異
議
申
出
事
案
に
専
従
す
る
職
員
が
二
名
配

置
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
者
は
難
民
調
査
官
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。 

東
京
入
国
管
理
局
で
は
、
本
年
六
月
一
日
現
在
、
他
部
門
か
ら
六
名
の
職
員
を
永
住
・
難
民
審
査
部
門
に
応
援
さ
せ
難
民

調
査
事
務
に
当
た
ら
せ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
三
名
に
難
民
調
査
官
を
命
じ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
職
員
も
、
こ
れ
ま
で
の
職
務

経
験
、
職
員
研
修
等
を
通
じ
て
、
外
国
人
の
入
国
、
在
留
審
査
に
つ
い
て
幅
広
い
知
識
を
有
す
る
と
と
も
に
、
難
民
調
査
事 

難
民
認
定
を
し
な
い
処
分
に
対
し
て
異
議
の
申
出
を
し
て
い
る
者
の
数
は
、
本
年
六
月
一
日
現
在
で
四
十
五
人
で
あ
る
。 

処
理
を
促
進
し
、
処
分
に
つ
き
一
応
の
め
ど
を
つ
け
る
程
度
ま
で
努
力
し
た
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。 一

一 

 



 

四
の
1
の
（
二
）
に
つ
い
て 

四
の
1
の
（
一
）
に
つ
い
て 

三
の
3
の
（
二
）
に
つ
い
て 

三
の
3
の
（
一
）
に
つ
い
て 

機
械
的
に
質
問
を
行
い
、
次
々
と
不
認
定
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
認
定
す
べ
き
案
件
に
つ
い
て
は
難
民
の
認
定
を
行
う

こ
と
と
な
る
。 

法
定
の
申
請
期
間
の
六
十
日
を
経
過
し
て
な
さ
れ
た
難
民
認
定
申
請
に
つ
い
て
も
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
に

は
、
入
管
法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
に
基
づ
き
従
来
か
ら
申
請
を
受
理
し
て
お
り
、
今
後
も
こ
れ
に
変
更
は
な

い
。 難

民
認
定
申
請
者
か
ら
、
申
請
時
の
み
な
ら
ず
、
申
請
中
に
も
随
時
資
料
の
提
出
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
難
民
調

査
官
の
質
問
の
際
に
お
い
て
、
申
請
者
に
十
分
な
申
立
て
の
機
会
を
与
え
て
い
る
。 

務
を
処
理
す
る
た
め
の
法
令
、
実
務
に
関
す
る
知
識
も
併
せ
持
っ
て
い
る
。 

未
処
理
案
件
の
処
理
に
当
た
っ
て
、
難
民
と
し
て
認
定
す
べ
き
も
の
は
認
定
し
て
い
く
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。 

一
二 

 



 

四
の
2
の
（
四
）
に
つ
い
て 

四
の
2
の
（
三
）
に
つ
い
て 

四
の
2
の
（
二
）
に
つ
い
て 

四
の
2
の
（
一
）
に
つ
い
て 

迫
害
か
ら
逃
れ
て
他
国
に
庇ひ

護
を
求
め
る
者
は
、
当
該
国
に
上
陸
後
速
や
か
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
の
が
通
常
で
あ
り
、

六
十
日
の
申
請
期
限
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
上
陸
後
六
十

日
を
経
過
し
て
も
難
民
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
難
民
条
約
上
の
難
民
で
あ
り
な
が
ら

入
管
法
上
の
難
民
認
定
が
受
け
ら
れ
な
い
事
例
は
生
じ
難
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

我
が
国
は
、
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
第
三
十
回
執
行
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
際
に
は
、
同
執
行
委
員
会
の
構
成
員
で

あ
り
、
我
が
国
も
、
構
成
員
と
し
て
御
指
摘
の
第
三
十
回
執
行
委
員
会
の
結
論
の
総
意
に
よ
る
合
意
に
参
加
し
て
い
る
。 

「
や
む
を
得
な
い
事
情
」
と
は
、
病
気
、
交
通
の
途
絶
等
で
六
十
日
以
内
に
難
民
認
定
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
場
合
が
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
今
後
も
こ
の
解
釈
に
変
更
は
な
い
。 

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
の
執
行
委
員
会
の
結
論
は
、
構
成
員
の
総
意
に
よ
る
合
意
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
て
い
る
。 

一
三 

 



 

四
の
2
の
（
五
）
に
つ
い
て 

五
の
2
に
つ
い
て 

五
の
1
に
つ
い
て 

退
去
強
制
さ
れ
る
者
の
送
還
先
に
つ
い
て
は
、
入
管
法
第
五
十
三
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
い
わ
ゆ
る
ノ
ン
・
ル
フ
ー
ル
マ

ン
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

我
が
国
は
、
難
民
認
定
申
請
が
不
認
定
と
な
っ
て
退
去
強
制
さ
れ
る
者
に
対
し
て
、
難
民
条
約
上
の
各
種
保
護
措
置
等
を

付
与
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
い
。 

在
留
資
格
を
有
し
て
適
法
に
滞
在
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
制
度
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
在
留
資
格
を

有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
制
度
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
在
留
資
格
を
有
し
な
い
者
が
難

民
認
定
の
申
請
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
暫
定
的
な
在
留
資
格
を
付
与
す
る
計
画
は
、
現
時
点
で
は
な
い
。 

な
お
、
難
民
認
定
申
請
者
が
、
在
留
資
格
を
有
し
て
い
な
い
場
合
、
就
労
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

な
お
、
生
活
保
障
に
つ
い
て
は
、
五
の
3
に
つ
い
て
で
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
よ
う
な
回
答
を
し
た
事
実
は
承
知
し
て
い
な
い
。 

一
四 

 



 

五
の
3
に
つ
い
て 

政
府
と
し
て
は
、
入
管
法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
難
民
認
定
の
申
請
を
行
っ
た
者
及
び
入
管
法
第
十
八
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
時
庇ひ

護
上
陸
許
可
を
受
け
た
者
の
中
で
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
者
に
対
し
、
生
活
費
そ
の
他

の
必
要
経
費
（
以
下
「
保
護
費
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
ア
ジ
ア
福
祉
教
育
財
団
難
民
事
業
本
部
に
業
務
委
託
し
た
上
で
実 

 

施
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
昨
年
九
月
、
保
護
費
の
う
ち
、
宿
舎
借
料
及
び
生
活
費
の
支
給
額
に
つ
い
て
変
更
を
行
っ
た
。 

こ
の
結
果
、
例
え
ば
、
成
人
の
単
身
者
に
対
す
る
支
給
総
額
は
従
来
よ
り
減
額
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
が
、
他
方
、
夫
婦

等
の
二
名
以
上
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
う
ち
、
宿
舎
借
料
の
限
度
額
が
適
用
さ
れ
る
世
帯
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
支
給
総
額

よ
り
増
額
さ
れ
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
保
護
費
の
支
給
総
額
は
、
我
が
国
に
お
い
て
生
活
を
維

持
で
き
る
程
度
の
額
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

宿
舎
借
料
の
支
払
は
、
す
べ
て
の
世
帯
に
対
し
一
律
に
同
額
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
支
給
額
の
上
限
を

定
め
た
上
で
受
給
者
が
実
際
に
支
払
っ
て
い
る
宿
舎
の
借
料
を
支
給
す
る
方
法
に
改
め
た
。
ま
た
、
生
活
費
の
支
給
額
に
つ

い
て
は
、
物
価
上
昇
分
を
考
慮
に
入
れ
、
従
来
の
支
給
額
よ
り
増
額
し
て
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。 

ま
た
、
ア
ジ
ア
福
祉
教
育
財
団
難
民
事
業
本
部
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
難
民
認
定
を
申
請
中
の
者
の
就
職
、
医
療
費
の 

一
五 

 



 

五
の
4
の
（
三
）
に
つ
い
て 

五
の
4
の
（
二
）
に
つ
い
て 

五
の
4
の
（
一
）
に
つ
い
て 

支
払
等
種
々
の
問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
て
い
る
と
こ
ろ
、
保
護
費
の
支
給
額
を
一
部
変
更
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
こ
れ

ら
の
者
の
自
活
を
更
に
促
す
上
で
、
入
管
法
第
十
九
条
第
二
項
に
基
づ
く
資
格
外
活
動
許
可
を
受
け
適
法
に
就
労
活
動
を
行

う
こ
と
の
で
き
る
者
に
つ
い
て
は
、
就
労
の
機
会
が
確
実
に
得
ら
れ
る
よ
う
に
同
事
業
本
部
職
員
が
事
業
所
等
の
訪
問
に
同

行
す
る
な
ど
従
来
に
増
し
て
き
め
細
か
い
援
護
活
動
を
行
っ
て
い
る
。 

御
指
摘
の
ト
ル
コ
人
は
、
難
民
認
定
申
請
中
で
あ
っ
た
も
の
の
、
許
可
さ
れ
た
在
留
期
間
を
超
え
て
不
法
残
留
し
て
い
た

た
め
、
入
管
法
第
二
十
四
条
第
四
号
ロ
に
該
当
す
る
疑
い
に
よ
り
収
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
難
民
認
定
申
請
中
の
者
を
ど
の

時
期
に
収
容
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
個
々
の
事
案
に
即
し
て
決
定
し
て
い
る
が
、
本
件
は
難
民
と

し
て
の
蓋が

い

然
性
の
問
題
も
含
め
検
討
し
た
結
果
、
早
期
の
収
容
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。 

難
民
認
定
手
続
と
退
去
強
制
手
続
は
別
個
独
立
の
手
続
で
あ
り
、
難
民
認
定
申
請
し
て
い
る
者
が
入
管
法
第
二
十
四
条
各 

退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
、
民
族
を
理
由
と
し
て
取
扱
い
に
差
異
を
設
け
る
こ
と
は
な
い
。 

一
六 

 



 

五
の
4
の
（
四
）
に
つ
い
て 

六
の
1
に
つ
い
て 

入
国
警
備
官
は
、
入
管
法
第
二
十
四
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
外
国
人
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
外
国
人
に
つ

い
て
本
人
の
取
調
べ
、
公
務
所
へ
の
照
会
等
に
よ
り
違
反
調
査
を
行
う
。
そ
の
調
査
の
結
果
、
当
該
外
国
人
が
入
管
法
第
二

十
四
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
任
審
査
官
に
収
容
令
書
の
発

付
を
請
求
す
る
。
そ
の
請
求
を
受
け
た
主
任
審
査
官
は
、
入
国
警
備
官
の
行
っ
た
違
反
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
収
容
令
書

の
発
付
の
可
否
を
判
断
す
る
。 

難
民
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
の
国
際
救
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
施
設
に
お
け
る
日
本
語
教
育
を
始
め
と
す
る
自
立
援

助
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
退
去
強
制
手
続
を
執
る
こ
と
と
な
り
、
特
定
の
者
に
対
し
、
原
則
と
し
て
収
容
を
し
な
い
と

い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
ど
の
時
期
に
収
容
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
案
に
即
し
て
決
定
し
て
お
り
、
事
案
に

よ
っ
て
は
、
一
度
収
容
し
た
後
仮
放
免
し
た
上
で
手
続
を
進
め
る
こ
と
も
あ
る
。 

お
尋
ね
の
点
も
、
右
の
よ
う
な
手
続
の
中
で
調
査
、
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

一
七 

 



 

 

一
八 

な
お
、
御
指
摘
の
定
住
促
進
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
既
に
閉
鎖
と
な
っ
て
い
る
。 

六
の
2
に
つ
い
て 

欧
米
諸
国
等
に
お
け
る
認
定
後
の
難
民
に
対
す
る
処
遇
に
つ
い
て
は
、
自
立
援
助
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
め
、
特
に
調
査

は
行
っ
て
い
な
い
。 


